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１ みき市議会だより202号
令和７年7月臨時会・９月定例会

▲わたSHIGA輝く国スポ馬術競技会（令和7年10月1日　三木ホースランドパーク）

9月
定例会
9月
定例会
9月
定例会

7月
臨時会
7月
臨時会
7月
臨時会

　

第
389
回
９
月
定
例
市
議
会
は
、
８
月
29
日
か
ら
９
月
30

日
ま
で
33
日
間
の
日
程
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

８
月
29
日
に
は
、
三
木
市
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定

個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
、
補
正
予

算
、
決
算
の
認
定
な
ど
議
案
23
件
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
今
回
の
補
正
予
算
は
、
不
登
校
児
童
生
徒
に
対

し
て
、
多
様
な
教
育
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
保
護
者
が

負
担
す
る
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
等
の
民
間
施
設
の
授
業
料
や

施
設
利
用
料
の
一
部
を
支
援
す
る
た
め
必
要
と
な
る
経
費

な
ど
が
、
そ
の
主
な
内
容
で
す
。

　

９
月
11
日
、
12
日
に
は
、
質
疑
・
一
般
質
問
を
行
っ
た

後
、
令
和
６
年
度
各
会
計
の
決
算
議
案
７
件
に
つ
い
て
閉

会
中
も
継
続
し
て
審
査
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
、
決
算
特

別
委
員
会
を
設
置
し
ま
し
た
（
関
連
記
事
16
面
）
。

　

９
月
30
日
に
は
決
算
議
案
７
件
を
除
く
議
案
16
件
の
う

ち
、
１
件
を
賛
成
多
数
で
、
残
る
15
件
を
全
会
一
致
で
可

決
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
市
長
か
ら
人
事
案
件
２
件
が
追
加
提
案
さ
れ
、

い
ず
れ
も
全
会
一
致
で
同
意
し
ま
し
た
。

　

そ
の
他
に
、
議
員
か
ら
地
域
医
療
を
守
る
た
め
物
価
高

騰
に
対
応
し
た
診
療
報
酬
の
改
定
な
ど
、
公
立
病
院
に
対

す
る
国
の
財
政
支
援
を
求
め
る
意
見
書
案
（
関
連
記
事
4

面
）
を
提
案
し
、
全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

□おもな内容□
Ｐ２～4
　●定例会の動き
　●議案等の審議結果
　●人事案件
　●意見書
　●賛否が分かれた案件
Ｐ5～11
　●質疑・一般質問
Ｐ12
　●委員会視察報告
Ｐ13
　●意見交換会を開催
Ｐ14～15
　●市議会だよりアンケート結果
Ｐ16
　●決算特別委員会を設置
　●行政視察の受入
　●12月定例会のお知らせ

「
地
域
医
療
を
守
る
た
め
、
公
立
病
院
へ
の

経
営
支
援
を
求
め
る
意
見
書
」
を
議
会
か
ら

提
案
し
、
国
に
提
出



２みき市議会だより202号
令和７年7月臨時会・９月定例会

　システム標準化により実装される「住登外者宛名番号管理機能」につい
て、国が個人番号を独自に利用する事務として整理する見解を示したこと
に伴い、当該事務を実施できるようにするため、所要の改正を行う。

三木市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

　公共施設照明ＬＥＤ化業務の契約締結について、条例の定めるところ
により、議会の議決を求める。

可決（全会一致）
工事請負契約の締結について

可決（全会一致）

可決（全会一致）

職員の育児休業等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関
する条例の一部を改正する条例の制定について 可決（全会一致）

三木市水道事業の設置等に関する条例及び三木市下水道事業の設置等に
関する条例の一部を改正する条例の制定について 可決（全会一致）

　食材費の価格高騰が続く中、現行の学校給食費の額では、適正な給食
を提供することが困難であると判断したことから、三木市学校給食審議
会に対し、学校給食費の改定について諮問したところ、「給食費を改定
することが妥当」との答申を受けたため、学校給食費を改定する。

三木市学校給食費徴収条例の一部を改正する条例の制定について

三木市税条例の一部を改正する条例の制定について 可決（全会一致）

三木市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 可決（全会一致）

可決（賛成多数）

■開会 　 ■会期決定　 ■議案の提案説明
８月29日【本会議】

■審査報告書の検討
９月29日　【常任委員会】

■議案の審査

９月18日・19日・22日・
　　24日【常任委員会】

■議案の採決
■追加議案（人事案件）の提案説明、採決
■意見書案の提案・採決　　■閉会

９月30日　【本会議】

■質疑・一般質問  　 ■議案の付託先決定
■決算特別委員会の設置及び同委員の選任
■決算議案の継続審査決定

９月11日・１2日　【本会議】

7月臨時市議会・９月定例市議会 議案等の審議結果7月臨時市議会・９月定例市議会 議案等の審議結果
条

例

等

9月定例会の動き9月定例会の動き
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予

算
　予算の総額に歳入歳出それぞれ４億３千８７２万３千円を追加し、４１７億  
　８千５４４万３千 円とする。

（主な内容）
・吉川地域における施設一体型小中一貫校の基本計画
　の策定
・フリースクール等民間施設へ通う児童生徒を支援
・住宅用太陽光発電設備等の導入を支援
・消防署広野分署の改修工事を実施
・農地等の災害復旧
・前年度決算剰余金の一部を財政基金に積立

〔債務負担行為〕
〔120万円〕

〔1千345万5千円〕
〔1億1千560万円〕

〔2千680万円〕
〔1億4千905万4千円〕

令和７年度三木市一般会計補正予算（第３号） 

可決（全会一致）

可決（全会一致）

令和７年度三木市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 可決（全会一致）

可決（全会一致）令和７年度三木市介護保険特別会計補正予算（第１号）

令和７年度三木市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 可決（全会一致）

令和７年度三木市学校給食事業特別会計補正予算（第２号） 可決（全会一致）

令和７年度三木市下水道事業会計補正予算 (第１号) 可決（全会一致）

　市立緑が丘町公民館の大規模改修工事の締結について、条例の定める
ところにより、議会の議決を求める。

工事請負契約の締結について

可決（全会一致）　公共下水道の管理瑕疵による事故に関する損害賠償額の決定について、
地方自治法の定めるところにより、議会の議決を求める。

損害賠償の額の決定について

同意（全会一致）　任期満了に伴い、合田　仁　氏（三田市）を再任する
とともに、前任者の任期満了に伴い、石田　寛　氏（吉
川町渡瀬）を任命することに同意しました。

副市長の選任につき同意を求めることについて

同意（全会一致）
　任期満了に伴い、永尾　朋寛　氏（緑が丘町東）を再
任することに同意しました。

固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め
ることについて

同意（全会一致）
　任期満了に伴い、森田　直道　氏（志染町吉田）を再
び推薦することに同意しました。

人権擁護委員の推薦について意見を求めることについ
て

人

事 7月
臨時市議会

7月
臨時市議会

9月
定例市議会

9月
定例市議会



４みき市議会だより202号
令和７年7月臨時会・９月定例会

可決（全会一致）

賛否が分かれた案件 賛成＝○　反対＝●

三木市学校給食費徴収条
例の一部改正

件　　　名
お
ぎ
は
ら
吉
江

大
眉
　
　
均

板
東
　
聖
悟

内
藤
　
博
史

松
原
久
美
子

西
垣
　
弘
志

古
田
　
寛
明

又
吉
　
健
二

中
尾
　
司
郎

初
田
　
　
稔

泉
　
　
雄
太

戸
田
　
昌
樹

堀
　
　
元
子

川
端
　
敦
子

大
西
　
秀
樹

岸
本
　
和
也

議

決

結

果

市民クラブ
（3名）

志 誠 会
（5名）

※1　大眉　均議員（日本共産党）は議長職のため、表決権はありません。

公明党
（2名）

日本共産党
（2名）

日本
維新
の会

公 政 会
（3名）

可決○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
※1
議 

長

意

見

書

地域医療を守るため、公立病院への経営支援を求める意見書

　旧三木市民病院と旧小野市民病院とが統合して誕生した北播磨総合医療センターは、
両市のみならず北播磨圏域全体の急性期医療を担う中核病院として、住民の生命と健康
を守るために重要な役割を果たしている。
　しかしながら、全国自治体病院協議会の調査によると、2024年度決算においては、
実に８６％の病院が経営赤字となっている状況である。
　同センターにおいても近年の光熱費や材料費の価格高騰、人件費の上昇にもかかわら
ず、診療報酬においてはこれら価格上昇分の反映が全く追い付いていないため、令和６
年度決算は２年連続の赤字となるなど、非常に厳しい経営状況に直面しており、このま
までは、安定的に必要な医療を提供することが困難になると懸念される。
　また、三木市及び小野市の両市においても、物価高騰や人件費の上昇の影響は大きく、
財政負担が増しており、この上さらに同センターへの財政負担が増すことになれば、自
治体の財政運営にも深刻な支障を及ぼすおそれがある。
　よって、国においては下記の項目について、地域医療を守るための施策の早急な実施
を強く要望する。

１　物価高騰や賃金上昇、医療の高度化に対応するため、診療報酬の大幅なプラス改定
　を行い、現場の実態を踏まえた物価スライドへの新たな仕組みを導入すること。
２　令和６年度の診療報酬改定においては、人件費アップが一部措置されたが、実態を
　反映していないため、診療報酬の期中改定や補助金・交付金を含めた緊急的な措置を
　講じること。
３　地域医療に対する地方交付税措置の充実を図り、算定基準の改善など地方財政措置
　を強化すること。

◆地域医療を守るため、公立病院への経営支援を求める意見書

下記の事項を政府に要望しました。　　　　　　（令和７年９月３０日可決、同日提出）

政 府 に 要 望
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志
誠
会

　
　
戸
田　
昌
樹 

議
員　

【
質
疑
】

　
・
三
木
市
一
般
会
計
補
正
予
算

【
一
般
質
問
】

　
・
三
木
市
の
教
育

　
・
部
活
動
の
地
域
展
開

　
・
災
害
時
の
対
応

三
木
市
の
教
育

　
　
①
ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
の
お
弁

　
　
当
対
策
の
現
状

②
三
木
市
の
英
語
教
育

ア　
三
木
市
の
英
語
教
育
の
目
標

イ　
Ａ
Ｌ
Ｔ
の
授
業
内
容

③
小
中
一
貫
校
設
置

ア　
開
校
時
期
の
変
更
理
由
と
他
の

　
　
候
補
地
と
の
再
比
較

イ　
特
色
あ
る
学
校
の
具
体
的
な
内

　
　
容

　
　

①
学
校
が
長
期
休
業
中
の
ア
フ

　
　

タ
ー
ス
ク
ー
ル
の
昼
食
に
つ
い

て
、
近
隣
市
町
の
取
組
状
況
を
調
査

し
た
結
果
、
宅
配
弁
当
を
注
文
で
き

る
仕
組
み
や
、
ア
フ
タ
ー
ス
ク
ー
ル

で
の
適
正
な
管
理
や
ア
レ
ル
ギ
ー
対

応
、
宅
配
事
業
者
の
選
定
方
法
な
ど

の
課
題
が
判
明
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
課
題
を
整
理
し
た
上
で
、

保
護
者
の
昼
食
準
備
支
援
に
つ
い
て

検
討
を
進
め
、
令
和
７
年
度
中
に
は

方
向
性
を
示
し
た
い
。

②
ア　

市
で
は
、
学
習
指
導
要
領
の

外
国
語
科
の
目
標
に
基
づ
き
英
語
教

育
を
進
め
て
お
り
、
実
際
に
使
え
る

英
語
力
を
身
に
つ
け
、
グ
ロ
ー
バ
ル

社
会
で
多
様
な
人
々
と
円
滑
に
や
り

取
り
が
で
き
る
子
ど
も
を
育
て
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
る
。

　

授
業
だ
け
で
な
く
、
給
食
や
掃
除
、

休
み
時
間
な
ど
も
Ａ
Ｌ
Ｔ
と
交
流
す

る
機
会
を
設
け
、
子
ど
も
た
ち
が
日

常
生
活
の
中
で
英
語
や
異
文
化
に
自

然
に
触
れ
ら
れ
る
よ
う
工
夫
を
し
て

い
る
。

イ　

小
学
校
で
は
、
外
国
語
を
指
導

す
る
教
員
と
Ａ
Ｌ
Ｔ
が
授
業
の
前
や

空
き
時
間
に
打
合
せ
を
行
い
、
役
割

分
担
を
確
認
し
て
い
る
。

　

授
業
の
中
心
は
教
員
が
担
い
、
Ａ

Ｌ
Ｔ
と
連
携
し
て
指
導
を
行
っ
て
い

る
。
Ａ
Ｌ
Ｔ
は
子
ど
も
と
の
対
話
活

動
な
ど
の
英
語
を
使
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
特
化
し
た
補
完
的
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

中
学
校
で
は
、
英
語
の
教
員
と
Ａ

Ｌ
Ｔ
が
協
力
し
て
授
業
を
行
っ
て
い

る
。
実
際
の
授
業
で
は
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
と

子
ど
も
た
ち
が
英
語
の
み
を
用
い
て

会
話
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
、
知
識

や
技
能
の
高
ま
り
に
つ
な
げ
て
い
る
。

③
ア　

小
中
一
貫
校
の
開
校
時
期
は
、

令
和
11
年
度
を
目
指
し
て
い
た
が
、

基
本
計
画
か
ら
実
施
設
計
へ
進
め
る

た
め
に
十
分
な
期
間
を
確
保
す
る
必

要
が
あ
る
た
め
、
開
校
目
標
を
令
和

12
年
度
と
し
た
。

　

学
校
用
地
の
選
定
で
は
、
必
要
な

面
積
の
確
保
や
教
育
活
動
へ
の
影
響
、

開
校
ま
で
の
期
間
も
重
視
し
て
い
る
。

候
補
地
の
条
件
は
開
校
延
期
に
よ
っ

て
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
選

定
基
準
へ
の
影
響
は
な
い
と
考
え
る
。

イ　

特
色
あ
る
学
校
の
具
体
的
な
内

容
は
、
基
本
構
想
の
中
に
盛
り
込
ま

れ
て
お
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
進

展
を
見
据
え
た
国
際
理
解
や
英
語
教

育
、
人
、
物
、
自
然
な
ど
吉
川
な
ら

で
は
の
豊
か
な
教
育
資
源
を
活
用
し

た
体
験
的
な
学
び
、
特
認
校
制
度
の

導
入
な
ど
を
記
載
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
ハ
ー
ド
面
で
も
、
多
目
的

交
流
ス
ペ
ー
ス
や
メ
モ
リ
ア
ル
交
流

ホ
ー
ル
、
地
域
保
護
者
連
携
推
進
室

な
ど
、
特
色
あ
る
施
設
整
備
を
計
画

し
て
い
る
。

　
　
Ａ
Ｌ
Ｔ
の
指
導
方
法
が
学
校
に

　
　
よ
っ
て
異
な
る
が
、
教
育
委
員

会
で
指
導
方
法
に
ば
ら
つ
き
が
出
な

い
工
夫
は
し
て
い
な
い
の
か
。

　
　

市
で
は
、
市
内
の
外
国
語
教
育

　
　

担
当
者
が
集
ま
り
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
と

の
連
携
等
を
学
習
す
る
研
修
会
を
開

催
し
、
派
遣
事
業
者
に
お
い
て
は
研

修
会
を
開
催
し
た
り
、
学
校
を
訪
問

し
て
Ａ
Ｌ
Ｔ
の
授
業
を
確
認
し
、
指

導
し
た
り
し
て
い
る
。
今
後
も
定
期

的
に
派
遣
事
業
者
や
各
学
校
の
担
当

者
と
連
携
を
図
り
、
Ａ
Ｌ
Ｔ
の
資
質
、

能
力
の
向
上
、
英
語
授
業
の
質
の
確

保
に
努
め
て
い
く
。

　

質疑・一般質問
問答

問答
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▲「金物鷲」と「昇龍」(大阪・関西万博)

▲ミャクミャク像
(大阪・関西万博)

　
公
政
会

　
　
初
田　
稔 

議
員　

【
質
疑
】

　
・
三
木
市
一
般
会
計
補
正
予
算

【
一
般
質
問
】

　
・
老
人
ク
ラ
ブ
の
現
状
と
対
策

　
・
万
博
子
ど
も
招
待
プ
ロ
ジ
ェ

　
　
ク
ト
に
三
木
市
が
不
参
加
と

　
　
な
っ
た
事

　
・
下
水
道
事
業
経
営
検
討
委
員

　
　
会
か
ら
の
提
言

　
・
特
定
空
家
対
策

万
博
子
ど
も
招
待
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
三
木
市
が
不
参
加
と
な
っ

た
事

　
　
北
播
５
市
１
町
の
中
で
三
木
市

　
　
の
み
が
不
参
加
で
あ
っ
た
事
に

つ
い
て

①
主
催
者
側
か
ら
各
学
校
に
、
学
校

の
裁
量
で
参
加
の
有
無
を
回
答
す
る

よ
う
案
内
が
有
っ
た
と
聞
い
て
い
る

が
、
各
学
校
が
判
断
す
る
に
あ
た
り
、

バ
ス
の
運
賃
が
公
費
か
私
費
か
、
保

護
者
の
負
担
が
必
要
か
ど
う
か
が
最

大
の
判
断
材
料
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
わ
れ
る
。

　
北
播
の
他
市
の
中
に
は
、
い
ち
早

く
公
費
負
担
の
方
向
を
打
ち
出
し
た

た
め
全
校
で
参
加
を
決
定
し
、
バ
ス

の
手
配
や
パ
ビ
リ
オ
ン
の
入
場
申
し

込
み
の
手
伝
い
を
は
じ
め
、
い
ろ
い

ろ
な
課
題
解
決
に
教
育
委
員
会
が
協

力
さ
れ
、
ス
ム
ー
ズ
に
運
営
で
き
た

と
聞
い
て
い
る
。

　
市
教
育
委
員
会
と
し
て
、
こ
の
事

業
に
積
極
的
に
関
与
さ
れ
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
そ
の
理
由

②
近
隣
市
町
の
対
応
を
事
前
に
把
握

さ
れ
て
い
た
の
か

　
　

①
校
外
学
習
は
、
各
学
校
が
学

　
　

年
ご
と
に
教
育
課
程
上
の
ね
ら

い
を
踏
ま
え
、
学
習
効
果
を
見
極
め
、

実
施
場
所
や
実
施
内
容
を
決
定
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

大
阪
・
関
西
万
博
の
参
加
も
、
教
育

委
員
会
が
一
律
に
指
示
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
総
合
的

に
判
断
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

当
初
、
す
べ
て
の
学
校
が
参
加
を

見
送
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
１
校

が
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
教
育

委
員
会
と
し
て
、
学
校
の
判
断
を
尊

重
し
た
。

②
令
和
６
年
９
月
時
点
で
、
播
磨
東

地
域
10
市
町
の
対
応
状
況
は
把
握
し

て
い
た
。

　

し
か
し
、
大
阪
・
関
西
万
博
へ
の

参
加
に
当
た
り
、
公
費
で
バ
ス
代
な

ど
を
負
担
す
る
か
は
、
各
市
町
で
対

応
が
異
な
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
学

校
が
参
加
す
る
と
決
め
た
市
町
も
あ

っ
た
が
、
そ
の
場
合
で
も
す
べ
て
の

学
年
が
参
加
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

く
、
対
象
学
年
や
実
施
方
法
は
市
町

ご
と
に
違
い
が
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
市
で

は
教
育
委
員
会
が
一
律
に
判
断
す
る

の
で
は
な
く
、
各
学
校
が
教
育
課
程

に
基
づ
い
て
総
合
的
に
判
断
す
る
こ

と
を
尊
重
し
た
。

　
　
学
校
の
判
断
に
よ
っ
て
小
・
中

　
　
・
特
別
支
援
学
校
20
校
の
う
ち
、

19
校
が
参
加
し
な
い
と
決
定
さ
れ
た

が
、
そ
の
判
断
は
、
各
学
校
に
お
い

て
、
職
員
会
議
等
の
教
職
員
全
員
が

集
ま
る
場
で
決
定
さ
れ
た
か
ど
う
か

に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
は
把
握
し

て
い
た
か
問
う
。

　
　

校
外
学
習
の
行
先
は
、
学
年
の

　
　

先
生
方
が
話
し
合
っ
て
日
頃
の

授
業
と
関
係
づ
け
て
決
定
し
、
校
長

が
確
認
を
行
う
と
い
う
決
め
方
を
し

て
い
る
。

　

各
学
校
が
参
加
を
見
送
っ
た
理
由

は
、
熱
中
症
へ
の
安
全
対
策
や
会
場

の
混
雑
状
況
、
昼
食
や
休
憩
場
所
の

確
保
、
現
地
で
の
滞
在
時
間
、
さ
ら

に
多
数
の
児
童
生
徒
を
安
全
に
引
率

す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
教
員
体
制

な
ど
、
総
合
的
に
考
え
判
断
し
た
と

聞
い
て
い
る
。

〇
今
後
、
同
様
の
事
業
が
あ
れ
ば
、

子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
、
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

質疑・一般質問
問

答

問答
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市
民
ク
ラ
ブ

　
　
又
吉
　
健
二 

議
員　

【
質
疑
】

　
・
三
木
市
学
校
給
食
費
徴
収
条

　
　
例
の
一
部
改
正

　
・
三
木
市
一
般
会
計
補
正
予
算

【
一
般
質
問
】

　
・
教
職
員
、
市
職
員
の
働
き
方

　
　
改
革

　
・
学
校
給
食
の
食
べ
残
し

　
・
中
学
校
部
活
動
の
地
域
ク
ラ

　
　
ブ
へ
の
展
開

　
・
５
歳
児
発
達
健
診

教
職
員
、
市
職
員
の
働
き
方
改

革　
　
①
学
校
運
営
上
の
課
題
、
教
員

　
　
不
足

②
教
職
員
の
長
期
休
業
期
間
中
や
警

報
発
令
時
の
休
校
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
で
の
学
級
閉
鎖
に
関
わ
る
在
宅

勤
務
制
度
の
活
用

③
教
職
員
の
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制

度
の
活
用

④
学
校
及
び
市
庁
舎
に
お
け
る
録
音

機
能
付
き
電
話
機
等
の
導
入

　
　

①
代
替
教
員
の
確
保
が
難
し
く
、

　
　

教
員
を
配
置
で
き
な
い
学
校
で

は
、
教
頭
や
他
の
教
員
が
授
業
を
分

担
し
、
子
ど
も
た
ち
の
学
び
が
途
切

れ
な
い
よ
う
対
応
し
て
い
る
。
教
員

不
足
の
解
消
に
向
け
て
は
、
退
職
さ

れ
た
元
教
員
や
過
去
に
市
で
勤
務
し

て
い
た
方
、
現
職
の
教
職
員
か
ら
の

紹
介
を
基
に
、
で
き
る
限
り
声
を
か

け
て
配
置
に
つ
な
げ
る
等
の
調
整
を

進
め
て
い
る
。

　

今
後
も
、
新
た
に
産
休
や
育
休
を

取
得
す
る
教
員
が
出
る
可
能
性
が
あ

る
た
め
、
引
き
続
き
、
市
で
勤
務
い

た
だ
け
る
方
の
確
保
に
努
め
、
学
校

教
育
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
取

り
組
ん
で
い
く
。

②
現
在
、
県
内
市
町
立
学
校
の
教
職

員
の
在
宅
勤
務
制
度
は
確
立
さ
れ
て

お
ら
ず
、
市
で
も
在
宅
勤
務
は
実
施

し
て
い
な
い
。

　

警
報
発
令
時
の
休
校
の
際
は
、
翌

日
の
対
応
に
向
け
た
連
絡
や
通
学

路
・
校
内
の
安
全
確
認
が
必
要
と
な

り
、
学
校
で
の
対
応
が
欠
か
せ
な
い
。

　

ま
た
、
感
染
症
な
ど
に
よ
る
学
級

閉
鎖
の
際
に
も
、
体
調
不
良
状
況
の

確
認
や
学
級
再
開
時
の
連
絡
、
授
業

準
備
な
ど
、
現
場
で
対
応
す
べ
き
業

務
が
多
く
あ
る
た
め
、
在
宅
勤
務
に

は
な
じ
み
に
く
い
。

　

市
で
も
、
県
の
動
向
を
注
視
し
な

が
ら
、
ど
の
よ
う
な
業
務
が
在
宅
勤

務
に
適
し
て
い
る
か
や
、
ど
の
よ
う

な
方
法
な
ら
実
施
可
能
か
を
研
究
し

て
い
く
。

③
現
在
、
県
内
市
町
立
学
校
の
教
職

員
の
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
は
整

っ
て
お
ら
ず
、
市
で
も
導
入
し
て
い

な
い
。
一
方
、
育
児
部
分
休
業
や
育

児
短
時
間
勤
務
制
度
な
ど
を
活
用
し
、

出
勤
時
間
を
遅
ら
せ
た
り
、
退
勤
時

間
を
早
め
た
り
し
て
勤
務
し
て
い
る

教
員
も
お
り
、
一
部
で
は
柔
軟
な
働

き
方
が
実
現
し
て
い
る
。

④
市
内
の
学
校
で
は
、
現
時
点
で
録

音
機
能
や
ガ
イ
ダ
ン
ス
付
き
の
電
話

は
導
入
し
て
い
な
い
。　

　

今
後
は
、
学
校
と
保
護
者
、
地
域

と
の
信
頼
関
係
の
構
築
へ
の
影
響
を

視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
他
市
町
の
導

入
事
例
を
調
査
し
、
参
考
に
し
な
が

ら
研
究
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　

市
庁
舎
で
は
、
福
祉
、
教
育
、
子

育
て
支
援
な
ど
個
別
事
情
に
係
る
相

談
を
多
く
受
け
る
部
門
や
、
職
員
へ

の
精
神
的
な
負
担
が
特
に
大
き
い
と

考
え
ら
れ
る
部
門
を
中
心
に
導
入
し

て
い
る
。
一
方
で
、
録
音
機
能
付
き

電
話
等
を
一
斉
に
導
入
す
る
場
合
、

既
存
の
電
話
交
換
機
へ
の
機
器
の
増

設
や
維
持
管
理
に
多
額
の
費
用
を
要

す
る
た
め
、
直
ち
に
実
施
す
る
こ
と

は
困
難
な
状
況
で
あ
る
。

　

今
後
は
、
他
の
自
治
体
の
導
入
状

況
や
技
術
的
動
向
を
注
視
す
る
と
と

も
に
、
費
用
対
効
果
や
財
政
負
担
の

妥
当
性
を
十
分
に
見
極
め
な
が
ら
、

導
入
の
在
り
方
を
検
討
し
て
い
く
。

併
せ
て
、
必
要
性
の
高
い
所
属
に
つ

い
て
は
、
引
き
続
き
録
音
機
能
付
き

電
話
等
を
設
置
し
、
職
員
の
安
全
確

保
と
業
務
が
適
正
に
遂
行
で
き
る
環

境
づ
く
り
に
努
め
て
い
く
。

質疑・一般質問
問

答
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▲セーフリサイクル！リチウムイオン電池！
児童向けver(出典:環境省ホームページより)

▲ なくそう！リチウムイオン蓄電池の火災！
Short ver(出典:環境省ホームページより)

▲ リチウムイオン電池ポスター
　(出典:環境省ホームページより）

　
公
明
党

　
松
原
　
久
美
子 

議
員　

【
質
疑
】

　
・
三
木
市
学
校
給
食
費
徴
収
条

　
　
例
の
一
部
改
正

　
・
三
木
市
一
般
会
計
補
正
予
算

【
一
般
質
問
】

　
・
市
長
の
所
信
表
明

　
・
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
等
の

　
　
適
正
処
理

　
・
リ
ス
キ
リ
ン
グ
（
学
び
な
お

　
　
し
）
の
促
進

　
・
認
知
症
施
策

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
等
の
適

正
処
理

　
　
①
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
等
の

　
　
現
在
の
回
収
体
制
と
処
理
方
法

②
特
に
住
民
に
分
か
り
や
す
い
周
知

・
広
報

③
本
市
の
保
管
方
法
と
火
災
を
防
ぐ

設
備

　
　

①
市
で
は
、
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン

　
　

電
池
等
の
回
収
に
つ
い
て
、
家

電
量
販
店
等
に
設
置
さ
れ
て
い
る
回

収
ボ
ッ
ク
ス
等
の
利
用
を
呼
び
か
け

て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
廃
棄
物
処

理
施
設
等
に
お
い
て
リ
チ
ウ
ム
イ
オ

ン
電
池
等
に
起
因
す
る
火
災
事
故
等

が
全
国
的
に
発
生
し
て
い
る
た
め
、

環
境
省
は
、
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る

リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
等
は
一
般
廃

棄
物
で
あ
り
、
市
町
村
の
責
任
の
下

で
処
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
し
た
。

　

こ
の
こ
と
を
受
け
、
令
和
７
年
６

月
か
ら
清
掃
セ
ン
タ
ー
及
び
市
役
所

２
階
の
環
境
政
策
課
の
窓
口
で
、
９

月
か
ら
は
吉
川
支
所
地
域
振
興
課
の

窓
口
で
も
職
員
へ
の
手
渡
し
に
よ
る

回
収
を
実
施
し
て
い
る
。

　

回
収
に
当
た
っ
て
は
、
シ
ョ
ー
ト

(
短
絡
)
に
よ
る
発
火
を
防
ぐ
た
め
、

電
極
部
を
テ
ー
プ
等
で
絶
縁
処
理
し

た
上
で
、
清
掃
セ
ン
タ
ー
で
一
時
保

管
し
、
そ
の
後
委
託
業
者
へ
引
き
渡

し
て
い
る
。

　

今
後
も
安
全
な
回
収
に
努
め
る
と

と
も
に
、
市
民
の
ニ
ー
ズ
を
注
視
し

な
が
ら
、
引
き
続
き
回
収
方
法
の
検

討
を
進
め
て
い
く
。

②
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
等
の
適
正

処
理
に
つ
い
て
は
、
広
報
み
き
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ご
み
分
別
ア
プ
リ

で
啓
発
を
行
う
と
と
も
に
、
環
境
課

の
職
員
が
エ
フ
エ
ム
み
っ
き
ぃ
の
番

組
へ
出
演
し
て
、
火
災
の
危
険
性
や

廃
棄
方
法
な
ど
を
市
民
に
周
知
、
広

報
し
て
い
る
。
ま
た
、
11
月
に
配
布

予
定
の
ご
み
収
集
予
定
表
に
啓
発
チ

ラ
シ
を
同
封
す
る
予
定
で
あ
る
。

③
回
収
し
た
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池

等
は
、
絶
縁
処
理
が
施
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
発
火
を
防

ぐ
た
め
密
閉
型
の
ペ
ー
ル
缶
容
器
で

一
時
保
管
し
た
後
、
委
託
業
者
へ
引

き
渡
し
て
い
る
。

　

施
設
内
で
の
火
災
防
止
は
、
目
視

や
手
選
別
等
に
よ
り
発
火
リ
ス
ク
の

あ
る
ご
み
や
異
物
を
除
去
す
る
と
と

も
に
、
万
が
一
、
火
災
を
検
知
し
た

場
合
に
は
、
施
設
の
散
水
シ
ス
テ
ム

等
で
速
や
か
に
対
応
し
て
い
る
。

　

今
後
も
不
慮
の
火
災
を
防
止
す
る

た
め
、
適
切
な
分
別
の
啓
発
を
一
層

推
進
す
る
と
と
も
に
、
ご
み
処
理
施

設
に
お
け
る
防
火
設
備
の
強
化
を
検

討
し
、
安
全
な
廃
棄
物
処
理
体
制
の

構
築
に
努
め
る
。

　
　
回
収
体
制
に
つ
い
て
、
ス
テ
ー

　
　
シ
ョ
ン
回
収
と
拠
点
回
収
の
併

用
で
市
民
の
利
便
性
を
向
上
で
き
な

い
か
。

　
　

市
も
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
の

　
　

回
収
を
検
討
し
た
が
、
安
全
性

確
保
の
た
め
、
適
切
な
容
器
に
よ
る

保
管
、
防
火
設
備
や
監
視
体
制
の
整

備
、
対
象
物
持
ち
去
り
の
危
険
性
の

考
慮
と
い
う
課
題
が
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
現
時
点
で
は
拠
点
回

収
の
場
所
を
増
や
す
方
向
で
、
引
き

続
き
検
討
し
て
い
く
。

質疑・一般質問
問答

問答
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志
誠
会　

岸
本
　
和
也 

議
員　

【
質
疑
】

　
・
三
木
市
学
校
給
食
費
徴
収
条

　
　
例
の
一
部
改
正

　
・
三
木
市
一
般
会
計
補
正
予
算

【
一
般
質
問
】

　
・
財
政
健
全
化
と
業
務
の
効
率

　
　
化

　
・
農
村
地
域
の
活
性
化

　
・
自
主
共
聴
組
合
に
よ
る
共
同

　
　
受
信
施
設
の
維
持
管
理

　
・
三
木
市
を
取
り
巻
く
医
療

　
・
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置

　
・
父
母
の
離
婚
後
の
子
の
養
育

　
　
に
関
す
る
民
法
等
の
改
正

財
政
健
全
化
と
業
務
の
効
率
化

　
　
①
財
政
健
全
化
計
画
の
現
状
の

　
　
評
価
と
今
後

②
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
（
公
共
施
設
、

マ
ン
ホ
ー
ル
、
橋
梁
等
）

③
環
境
負
担
金

④
窓
口
の
受
付
時
間

　
　

①
令
和
６
年
度
は
、
財
政
健
全

　
　

化
計
画
の
３
年
目
に
当
た
る
た

め
、
計
画
期
間
内
の
目
標
で
あ
る
収

支
改
善
額
及
び
令
和
８
年
度
ま
で
に

赤
字
補
填
の
た
め
の
財
政
基
金
を
取

り
崩
さ
な
い
財
政
基
盤
の
確
立
と
い

う
２
つ
の
軸
を
基
に
、
中
間
評
価
を

実
施
し
た
。

　

収
支
改
善
額
は
、
３
年
間
累
計
で

14
億
８
千
９
６
６
万
円
と
な
り
、
当

初
計
画
額
を
６
千
48
万
円
上
回
っ
た
。

　

ま
た
、
基
金
残
高
は
、
令
和
３
年

度
と
比
較
し
て
約
６
億
円
増
加
し
た

た
め
、
財
政
健
全
化
計
画
の
３
か
年

の
実
績
と
し
て
は
、
お
お
む
ね
計
画

ど
お
り
と
評
価
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
令
和
４
年
度
と
令
和
５

年
度
は
、
財
政
健
全
化
計
画
の
取
組

効
果
に
加
え
、
地
方
交
付
税
の
増
額

や
国
の
交
付
金
等
の
活
用
に
よ
り
、

財
政
基
金
の
取
崩
し
を
行
わ
な
か
っ

た
が
、
令
和
６
年
度
は
、
物
価
高
騰

や
人
件
費
上
昇
等
に
よ
る
歳
出
の
増

額
が
歳
入
の
増
加
額
を
大
幅
に
上
回

っ
た
た
め
財
政
基
金
の
取
崩
し
を
行

っ
た
。

　

今
後
も
、
令
和
６
年
度
と
同
様
の

状
況
が
続
け
ば
数
年
の
う
ち
に
財
政

基
金
が
枯
渇
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た

め
、
次
期
財
政
健
全
化
計
画
を
策
定

し
、
着
実
に
実
行
し
て
い
く
こ
と
で
、

将
来
の
ま
ち
づ
く
り
に
必
要
と
な
る

新
た
な
施
策
を
推
進
し
、
ま
ち
の
活

力
を
保
ち
続
け
る
た
め
の
財
政
基
盤

の
確
立
を
目
指
し
て
い
く
。

②
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
制
度
と
は
、

市
が
所
有
す
る
施
設
に
愛
称
を
命
名

す
る
権
利
を
民
間
事
業
者
等
に
売
却

し
、
そ
の
対
価
と
し
て
広
告
料
を
得

る
制
度
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
制
度
は
、
期
待
し
得
る
収
入

と
名
称
を
使
用
す
る
期
間
の
長
短
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
や
行
政
事
務
に
及
ぼ

す
影
響
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

　

令
和
７
年
度
に
明
石
市
で
６
施
設

の
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
を
募
集
し
た

取
組
が
あ
る
た
め
、
こ
う
し
た
事
例

を
研
究
し
な
が
ら
、
制
度
導
入
の
可

能
性
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

③
一
般
に
環
境
負
担
金
は
、
持
続
可

能
な
社
会
の
実
現
や
環
境
保
全
へ
の

意
識
向
上
を
目
的
と
し
た
法
定
外
目

的
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
徴
収
し
た
負
担
金
を
環
境
施
策

の
財
源
に
充
て
る
こ
と
は
、
財
政
健

全
化
の
観
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。

全
国
的
に
は
、
複
数
の
自
治
体
が
環

境
負
担
金
や
同
趣
旨
の
協
力
金
を
条

例
で
定
め
て
い
る
が
、
そ
の
大
半
は

区
域
内
に
大
規
模
な
民
間
処
理
施
設

を
有
す
る
自
治
体
で
あ
る
。

　

今
後
は
、
他
市
町
の
制
度
を
参
考

に
し
な
が
ら
、
三
木
市
に
適
し
た
制

度
の
在
り
方
を
研
究
し
て
い
く
。

④
現
在
、
市
で
は
、
窓
口
受
付
時
間

の
変
更
に
つ
い
て
、
庁
内
の
意
向
確

認
を
行
っ
て
い
る
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
関
連
の
手
続
の
よ
う
に
、
市

役
所
に
来
庁
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ

ば
で
き
な
い
業
務
や
、
各
種
相
談
の

よ
う
に
対
面
で
行
う
ほ
う
が
効
果
が

高
い
と
思
わ
れ
る
業
務
も
あ
る
た
め
、

今
後
、
市
の
実
情
と
配
慮
す
べ
き
事

項
を
整
理
し
た
上
で
、
窓
口
受
付
時

間
の
在
り
方
の
検
討
を
進
め
て
い
き

た
い
。

質疑・一般質問
問答
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▲ 三木市の学校給食の一例

　
日
本
共
産
党

　
　
板
東
　
聖
悟 

議
員　

【
質
疑
】

　
・
三
木
市
学
校
給
食
費
徴
収
条

　
　
例
の
一
部
改
正

【
一
般
質
問
】

　
・
渇
水
対
策

三
木
市
学
校
給
食
費
徴
収
条
例

の
一
部
改
正

　
　
①
学
校
給
食
審
議
会
の
答
申
内

　
　
容

②
学
校
給
食
審
議
会
の
答
申
に
お
い

て
「
当
審
議
会
は
、
適
正
な
給
食
費

の
額
を
審
議
す
る
も
の
で
あ
り
学
校

給
食
費
の
保
護
者
負
担
額
を
審
議
す

る
も
の
で
は
な
い
」
と
書
か
れ
て
い

る
が
そ
の
意
図

③
就
学
援
助
を
受
け
て
い
な
い
経
済

的
困
窮
家
庭
に
対
す
る
支
援
の
必
要

性
　
　

①
学
校
給
食
審
議
会
か
ら
は
、

　
　

「
食
材
費
の
高
騰
が
続
く
中
、

現
行
の
給
食
費
の
額
で
は
三
木
市
学

校
給
食
摂
取
基
準
を
満
た
し
た
適
正

な
給
食
を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
給
食
費

の
額
を
改
定
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ

る
」
と
の
答
申
を
受
け
た
。

　

改
定
額
は
、
令
和
７
年
度
の
食
材

費
に
６
％
の
物
価
高
騰
分
を
加
え
、

副
食
や
デ
ザ
ー
ト
類
を
充
実
さ
せ
、

児
童
生
徒
に
と
っ
て
魅
力
的
な
給
食

と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
の
内

容
で
あ
っ
た
。

②
学
校
給
食
は
、
学
校
給
食
法
に
基

づ
き
実
施
さ
れ
、
成
長
期
に
あ
る
児

童
生
徒
の
心
身
の
健
全
な
発
達
に
資

す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
地
場
産
物

や
郷
土
料
理
を
通
じ
、
地
域
の
文
化
、

伝
統
に
対
す
る
理
解
や
関
心
を
深
め

る
な
ど
の
高
い
教
育
効
果
が
あ
る
。

　

学
校
給
食
審
議
会
で
は
、
給
食
の

基
本
方
針
の
作
成
や
給
食
費
の
改
定
、

地
産
地
消
の
取
組
方
針
な
ど
、
給
食

に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
審

議
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

　

こ
の
度
の
審
議
会
で
は
、
三
木
市

学
校
給
食
摂
取
基
準
を
満
た
し
、
学

校
給
食
を
生
き
た
教
材
と
し
て
活
用

す
る
た
め
に
必
要
な
給
食
費
の
額
に

つ
い
て
審
議
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ

の
た
め
、
学
校
給
食
審
議
会
で
決
定

し
た
給
食
費
の
額
が
必
ず
し
も
保
護

者
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
給
食
費
の

額
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。

③
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
、

小
・
中
学
校
へ
就
学
さ
せ
る
こ
と
が

困
難
と
認
め
ら
れ
る
児
童
生
徒
の
保

護
者
に
対
し
、
学
校
で
必
要
と
さ
れ

る
費
用
の
一
部
を
援
助
す
る
就
学
援

助
制
度
が
あ
る
。
こ
の
制
度
の
対
象

と
な
る
方
は
、
給
食
費
も
全
額
免
除

と
な
る
。

　

し
か
し
、
物
価
高
騰
が
長
期
化
し

て
い
る
状
況
で
、
こ
の
制
度
の
対
象

と
な
ら
な
か
っ
た
方
の
中
に
は
、
給

食
費
の
支
払
い
が
困
難
な
方
が
い
ら

っ
し
ゃ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

　

市
で
は
、
引
き
続
き
す
べ
て
の
児

童
生
徒
の
給
食
費
が
軽
減
で
き
る
よ

う
、
国
や
県
の
交
付
金
な
ど
の
支
援

策
が
あ
れ
ば
積
極
的
に
活
用
し
、
国

や
県
の
学
校
給
食
費
の
無
償
化
に
向

け
た
取
組
な
ど
の
動
向
を
注
視
し
て

い
く
。

　
　
学
校
給
食
審
議
会
で
は
経
済
的

　
　
困
窮
家
庭
へ
の
配
慮
に
つ
い
て

議
論
は
あ
っ
た
か
。

　
　

議
論
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

　
　

給
食
費
の
支
払
い
が
困
難
な
方

に
は
、
就
学
援
助
制
度
の
申
請
支
援

や
給
食
費
の
納
付
期
限
の
延
長
、
分

割
払
い
な
ど
の
対
応
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
家
庭
環
境
の
急
変
に
よ
り
就
学

　
　
援
助
制
度
を
利
用
で
き
な
い
方

へ
の
支
援
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

　
　

制
度
内
容
を
見
直
す
必
要
が
あ

　
　

れ
ば
見
直
し
の
検
討
を
行
う
が
、

現
時
点
で
は
今
あ
る
制
度
の
中
で
、

対
応
策
を
考
え
て
い
く
。　

質疑・一般質問
問答

問答問答
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日
本
維
新
の
会

  
お
ぎ
は
ら　
吉
江 

議
員　

【
質
疑
】

　
・
三
木
市
学
校
給
食
費
徴
収
条

　
　
例
の
一
部
改
正

　
・
三
木
市
一
般
会
計
補
正
予
算

【
一
般
質
問
】

　
・
上
下
水
道
事
業
に
お
け
る
財

　
　
政
の
安
定
化

　
・
観
光
振
興
施
策
の
在
り
方

　
・
子
ど
も
・
保
護
者
に
寄
り
添

　
　
う
不
登
校
支
援
の
在
り
方

上
下
水
道
事
業
に
お
け
る
財
政

の
安
定
化

　
　
①
人
口
減
少
や
施
設
老
朽
化
に

　
　
伴
い
、
下
水
道
使
用
料
収
入
の

減
少
、
維
持
管
理
費
や
建
設
改
良
費

の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
中
で
、
資
金

残
高
も
減
少
傾
向
に
あ
る
現
状
の
認

識②
こ
れ
ま
で
の
コ
ス
ト
削
減
策

③
新
た
な
収
入
源
創
出
の
検
討

　
　

①
人
口
減
少
や
節
水
機
器
の
普

　
　

及
に
よ
り
、
下
水
道
使
用
料
収

入
が
減
少
し
て
い
る
反
面
、
物
価
高

騰
や
施
設
の
老
朽
化
に
伴
う
修
繕
、

更
新
工
事
の
増
加
に
よ
り
、
維
持
管

理
や
建
設
改
良
に
必
要
な
支
出
が
増

加
傾
向
に
あ
る
。
公
営
企
業
会
計
で

は
、
経
営
の
健
全
性
を
確
認
す
る
た

め
、
経
営
戦
略
を
策
定
し
、
安
定
し

た
事
業
運
営
に
努
め
て
い
る
。

　

下
水
道
事
業
で
は
、
経
営
状
況
が

厳
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、

下
水
道
施
設
を
維
持
し
て
い
く
た
め

の
費
用
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

な
ど
か
ら
、
三
木
市
下
水
道
事
業
経

営
検
討
委
員
会
を
設
置
し
、
下
水
道

使
用
料
の
改
定
案
と
し
て
15
％
程
度

の
改
定
が
必
要
で
あ
る
と
提
言
を
い

た
だ
い
た
。

　

こ
れ
ま
で
も
様
々
な
経
費
の
削
減

を
行
っ
て
き
た
が
、
下
水
道
使
用
料

の
改
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
下
水
道

施
設
を
将
来
世
代
に
残
し
て
い
く
こ

と
は
出
来
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま

た
、
改
定
を
先
延
ば
し
に
す
れ
ば
、

将
来
世
代
へ
の
負
担
が
大
き
く
な
る

可
能
性
も
あ
る
た
め
、
今
後
は
検
討

委
員
会
の
提
言
を
基
に
、
料
金
改
定

の
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。

②
下
水
道
事
業
で
は
、
建
設
改
良
を

メ
イ
ン
に
下
水
道
の
普
及
に
注
力
し

て
い
た
業
務
内
容
か
ら
、
維
持
管
理

を
メ
イ
ン
と
し
た
業
務
内
容
に
変
わ

っ
た
こ
と
、
水
道
事
業
で
は
、
委
託

業
務
の
増
加
や
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る

業
務
の
効
率
化
に
よ
り
、
職
員
の
減

員
を
図
っ
て
き
た
。

　

施
設
に
関
す
る
コ
ス
ト
削
減
で
は
、

上
水
道
事
業
に
お
い
て
、
小
口
径
の

管
路
で
は
鋳
鉄
管
に
替
わ
り
ポ
リ
エ

チ
レ
ン
管
を
採
用
し
、
同
等
の
性
能

で
安
価
な
管
材
料
を
用
い
る
な
ど
の

コ
ス
ト
削
減
を
図
っ
て
い
る
。

　

下
水
道
事
業
で
は
、
農
業
集
落
排

水
処
理
施
設
を
公
共
下
水
道
へ
統
合

す
る
事
業
を
進
め
て
、
汚
水
処
理
場

を
廃
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
効
率
化

を
図
っ
て
い
る
。

③
他
の
自
治
体
で
は
、
新
た
な
収
入

を
確
保
す
る
た
め
、
有
料
広
告
事
業

に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
自
治
体
に
よ
り
人
口
や
財

政
規
模
が
異
な
り
、
費
用
対
効
果
の

検
証
も
必
要
な
た
め
、
市
の
上
下
水

道
事
業
に
お
い
て
広
告
収
入
が
新
た

な
収
入
源
と
な
り
得
る
か
、
慎
重
に

調
査
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

今
後
は
、
先
進
市
の
取
組
を
情
報

収
集
す
る
と
と
も
に
、
新
た
な
収
入

源
創
出
の
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

　
　
国
の
補
助
金
や
交
付
金
の
交
付

　
　
要
件
と
な
る
ウ
ォ
ー
タ
ー
Ｐ
Ｐ

Ｐ
導
入
は
検
討
し
て
い
る
か
。

　
　

上
下
水
道
分
野
の
公
共
施
設
を

　
　

対
象
と
し
た
官
民
連
携
に
よ
る

管
理
・
更
新
一
体
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
方

式
で
あ
る
ウ
ォ
ー
タ
ー
Ｐ
Ｐ
Ｐ
は
、

利
益
を
上
げ
や
す
く
、
事
業
の
効
率

化
を
図
れ
る
た
め
導
入
は
必
要
と
考

え
る
。

　

令
和
６
年
度
か
ら
導
入
可
能
性
調

査
に
着
手
し
、
企
業
等
へ
の
意
識
調

査
の
結
果
、
前
向
き
な
回
答
が
あ
っ

た
た
め
、
令
和
８
年
度
に
は
公
募
を

進
め
た
い
。

質疑・一般質問
問答

問答
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▲掛川市役所

告報察視会員委

◎ 総務文教常任委員会

視察日　8月6日（水）～7日（木）　

視察先・調査項目　
愛知県新城市　廃校施設利活用
静岡県掛川市　部活動の地域展開
静岡県焼津市　部活動の地域展開

廃校施設利活用（新城市）

　新城市では、廃校となった施設の有効活用を推進されており、民間事業者からの提案を募
る「民間提案制度」によって事業者を誘致する施策を進められている。また、新城市内では
公共の体育館施設が不足しているため、廃校となった６小学校の体育館施設を活用し、市民
の健康及び体力の保持増進を図るための条例を制定されている。今後、三木市においても、
廃校が増える事が考えられるため、新城市の「民間提案制度」や廃校体育館施設利用も参考
にし、柔軟に活用方法を検討する必要があると感じた。

部活動の地域展開 （掛川市）

　掛川市は、令和８年度に部活動を廃止し、「かけがわ地域クラブ」の活動を開始すること
を目指されている。令和３年度にスポーツ庁・文化庁の実践研究に手を挙げ、一部の部活動
の地域クラブ展開や地域団体との連携などをされてきた先進地である。
　放課後の居場所づくりの場となっているクラブもあり、スポーツだけではなく文化、農業
といった多様なクラブ活動があることで、子どもたちの選択肢の幅を広げられていた。
　三木市においても、地域クラブ活動を通してリーダーシップやコミュニケーション能力が
養われることで子どもたちにとってより良い未来がくるための部活動の地域展開に努める必
要があると感じた。

民生産業常任委員会の行政視察は、視察先がカムチャツカ半島で発生した地震に
よる津波の影響を受けたことにより延期となりました。

部活動の地域展開 （焼津市）

　焼津市は、令和４年度から計画的に部活動の地域展開を推進されている。まずは個人種目
から立ち上げ、その後団体種目を立ち上げるという計画を進められており、令和１０年度に
学校部活動から地域クラブへの完全移行を目指されている。焼津市の地域クラブの特徴とし
て、市内の高校と連携した地域クラブがあり、港で高校の教員らと海洋体験をする海洋クラ
ブや、高校が所有しているトランポリンを利用したクラブもある。このような地域の特色の
あるクラブ活動ができれば、生徒の地域愛の醸成にも繋がるため、三木市においても参考に
なると感じた。

所感（抜粋）
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  ▲意見交換会の様子①
　（令和7年8月12日　三木市役所）

  ▲意見交換会の様子②（令和7年8月12日　三木市役所）

意見交換会を開催しました

　市議会では、市民の皆様への議会活動の報告及び意見交換の場として、かねてより議会報告会
を開催してきましたが、このたび、市民の皆様から意見を伝えていただきやすい場として、議会
報告会に替えてグループワーク方式での意見交換会を８月12日（火）に開催しました。
　初めての取組のため、まずは小規模でのスタートということで、今回は児童・生徒の保護者の
皆様と意見交換をしました。
　当日は、議員と参加者が４グループに分かれ、３つのテーマについて意見交換を行いました。
　今回いただいたご意見を踏まえ、議会では引き続き調査・研究を継続し、今後の活動に生かし
てまいります。

（1）中学校部活の地域展開について
（2）学校給食について
（3）子育て支援について

（1）中学校部活の地域展開について
・送迎が負担である。なるべく近くの場所でやってほしい。
・会費について、子どものためなら負担は許容できる。
　学校の部費よりも少し高い程度だと妥当だと思う。
・今も地域で子どもに指導しているが、新たに地域クラブの指導者になることについて、　　
　どう変わるのか。クラブの立ち上げが負担ではないか。
・市民向け説明会をもっとやってほしい。

（2）学校給食について
・家庭で給食ほど栄養を考えた食事を用意するのは難しく、ありがたい。
・物価高の中、値上げは仕方がない。
・子ども達は質より量を欲しがっているので、量を重視してほしい。
・市内産の米、県内産の小麦を取り入れている。さらに進めてほしい。

（3）子育て支援について
・子育ては孤立化しやすい。
　地域の人が関わってくれる環境がほしい。
・高校生まで医療費無償なのは本当にありが
　たい。
・子育てについて、休日の相談窓口がほしい
・子ども同士のＳＮＳの利用が心配。
　言葉一つで傷つき不登校につながる。

【テーマ】

【主な意見】

。

◆◆◆◆◆◆
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　　みき市議会だより２０１号に掲載いたしましたアンケートにご協力いただきました皆様、
誠にありがと うございました。
　　今回の結果やご意見を参考にし、引き続き市民の皆様に伝わりやすい紙面づくりに努め
てまいります。

議会だよりに関するアンケート結果

1. 実施期間：令和７年７月２０日（日）～８月２０日（水）
2. 実施方法：インターネット、ＦＡＸ・郵送による回答
3. 回答数：２９件

選 択 肢

はい

いいえ

問1　市内在住の方ですか 問2　年齢を教えてください

29

0

100

0

回 答 数 %

選 択 肢

男性

女性

その他

回答しない

問3　性別を教えてください　 問4　市議会の活動についてどの程度関心が
　　　　ありますか

21

8

0

0

72.4

27.6

0

0

回 答 数 %

選 択 肢

毎号読んでいる

時々読んでいる

ほとんど読まない

読んだことがない

問5　議会だよりをどのくらいの頻度で読ん
　　　  でいますか　

問6　問５で「読んでいる」と回答された方は、
　　　  特に読まれる掲載項目は何ですか

19

9

1

0

65.5

31

3.4

0

回 答 数 % 選 択 肢

※　回答者のうち1名複数回答された方がいらっしゃい
　　　ました。

各議員の質疑、一般質問

議案等の審議結果、賛否

が分かれた案件

議会活動について

(委員会視察報告、議会

  報告会など)

18

9

3

60

30

10

回 答 数 %※

30代
 7%

20代以下
0%

40代
21%

50代
17%60代

21%

70代以上
34%

全く関心がない
 4%

非常に関心がある
31%

やや関心がある
55%

あまり関心がない
10%
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0 4 6 82 10 12 14 16 18

ご意見・ご協力
ありがとうございました

・読む気にならないから（３０代女性）

詳細は、三木市議会ホームページをご覧ください。

（その他の意見）
　その他の意見は、三木市議会ホームページをご覧ください。

写真や図を増やす

レイアウトを見やすくする

文字を縦書きから横書きにする

文字を大きくする

QRコードを活用する

ページを増やす

その他

フルカラーにする

ページを減らす

自由意見は、三木市議会ホームページを
ご覧ください。

◀市議会だより
　　アンケート結果について
　 （三木市議会ホームページ）

選 択 肢

議会だより

新聞

ホームページ

各議員のＳＮＳ

25

12

4

4

55.6

26.7

8.9

8.9

回 答 数 %

問9　議会だよりのデザイン（表紙・レイアウト・文
　　　　 字・色使いなど）についてどう思いますか 

問8　議会だよりの内容は分かりやすいですか

問7　問５で「ほとんど読まない」「読んだことがない」と回答された方は、これまで読まなかった理由は
　　　  何ですか

問10　　読みやすくするためにどのような改善が必要だと思いますか（複数選択可）　

問11　　議会だよりで取り上げてほしいテーマがあればご記入ください

問12　　市議会の情報を主にどのように得ていますか（複数選択可)　　　　

〇自由意見

見にくい
 3%

とても見やすい
17%

まあまあ見やすい
52%

あまり見やすくない
28%

回答なし
3%

とても
分かりやすい

7%

まあまあ分かりやすい
66%

あまり分かり
やすくない

21%

分からない
3%
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三木市議会事務局　電話0794（89）2309　　市のホームページアドレスは…ｈｔｔｐs：//ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｍｉｋｉ．ｌｇ．ｊｐ/

11月25日（火）
12月 5 日（金）
　　 9 日（火）
　　10日（水）

23日（火）

議案上程・市長提案説明

質疑・一般質問

予備日
討論・採決等

次回定例市議会は下記の日程で行う予定です。

あなたも議会を傍聴してみませんか？

　令和６年度各会計決算の認定を求める７件の議案が９月定例会に提出されたことに伴い、
議員７名で構成する決算特別委員会を設置しました。
　決算特別委員会は、各会計が適切かつ効果的に財政執行されたかどうかをチェックする
とともに、市議会の意見を今後の市政に反映させることを目的としています。
　なお、各会計決算については、閉会中も継続して審査を行ったうえ、１２月定例会で審
査報告を行い、結論を出す予定です。

決算特別委員会を設置

令和６年度三木市一般会計歳入歳出決算の認定について
令和６年度三木市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について
令和６年度三木市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について
令和６年度三木市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について
令和６年度三木市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定について
令和６年度三木市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について
令和６年度三木市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について

閉会中の継続審査となった議案

行政視察の受入

三木市議会では、他市町村からの行政視察を受け入れています。
令和７年７月１日から９月３０日までの受入状況は次のとおりです。

7月23日

8月 4日

月 日 市町村名 委員会名・会派名 調　査　事　項

山口県光市

宮崎県宮崎市

長崎県佐世保市

総務教育環境委員会

総務財政委員会

文教厚生委員会

書かない窓口について

デマンド型交通「チョイソコみき」について

スケートボードパークのリニューアルについて

◎初田　稔　　板東聖悟　　内藤博史　　おぎはら吉江
○戸田昌樹　　古田寛明　　岸本和也 ◎委員長　○副委員長　(議席順)

本会議の様子をラジオ
「エフエム三木」（76.1ＭＨｚ）
で生放送します

※いずれも午前１０時から開催する予定です。
　詳しくは議会事務局までお問い合わせいた
　だくか、市のホームページをご覧ください。




